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　相次ぐ警察不祥事に対する国民の怒りと警察のあるべき姿へ立ち返ってほしいという願いを受

けた平成 12 年の「警察刷新会議の緊急提言」（注 1）、それを受けて始まった警察庁主導の「警

察改革」（注 2）とは何だったのか。

　実はこのとき警察には、国民との関係において、あえて清算を避けた問題があった。

　平成 16 年になって北海道警をはじめ全国的規模で発覚した警察の組織的裏金システムだ。

　これは単なる公金の不正使用の問題ではなかった。

　法の執行機関である警察の犯罪行為、コンプライアンス（法令遵守）の欠如、警察にとって致命

的な問題だった。

　そうした宿痾の病根を残したままの「警察改革」はいずれは破たんする運命にあった。

　平成 24 年になってそれが露見した。

　全国で昨年１月から 6 月までに懲戒処分を受けた警察官（事務職員を含む）は、平成 12 年の

「警察改革」以来最多となった。

　後半になってもその勢いは衰えず、隠ぺいしたはずの裏金づくりも警視庁など一部の県警で発

覚した。

　一連の不祥事の最大の特徴は、ここ数年、こうした不祥事が、警部補、警部、警視の幹部にま

で及んでいることだ。

　さらに深刻なのは、法の執行者である警察官の犯罪が増えていることだ。

　今年中に逮捕された警察官はおそらく 80 人を超えたであろう。

　書類送致された警察官を含めると相当な数になるはずだ。

　罪名も窃盗、詐欺、業務上横領、強姦、脅迫、公文書偽造等といった刑法犯のほか、痴漢・盗

撮（迷惑防止条例違反）や情報漏えい（地公法違反）も目立つ。

　年の瀬も押し詰まった 12 月 22 日には、まるで、とどめを刺すように、富山県警の警部補（54

歳）が、2 年 8ヶ月前に富山市内で老夫婦を殺害し放火した疑いで逮捕された。

　ちなみに、北海道警察で懲戒処分を受けた警察官は 37人、逮捕者は 4 人に上り、裏金問題で

大量の懲戒処分が行われた平成 16 年以降最多になった。

　

　警察の組織的不祥事ともいえる捜査などをめぐる失態も続いている。

　未だに繰り返されるストーカー殺人と警察対応の不手際、「警察改革」のきっかけとなった桶川

ストーカー殺人の教訓は何も生かされていない。

　志布志事件、氷見事件、布川事件、足利事件等、次々と明らかになった冤罪事件で警察の表

看板である犯罪捜査に対する国民の信頼は完全に失われた。昨年も東電ＯＬ殺人事件に続いて

京都府舞鶴市少女殺害事件等、いくつかの重要事件で無罪判決が言い渡された。

　さらに現在の警察の捜査を象徴するような事件が起きた。

　今年 7月から 9月にかけて、警視庁をはじめ大阪府警、神奈川県警、三重県警が摘発したパソ

コンからの犯罪予告事件の誤認逮捕だ。

　三重県警を除いて、いずれも日本警察を代表するとされる警察の失態だ。明らかになったのは、

警察のサイバー犯罪に関する取り組みの遅れと旧態依然とした自白偏重の捜査だった。

　警察庁は平成 23 年警察白書で「安全・安心で責任あるサイバー市民社会の実現を目指して」



と題する特集を組んだ（注 3）。

　しかし、そうしたスローガンを実行する都道府県警察はそんな能力は持ち合わせていなかった。

現場の実態を知らない警察庁の施策に踊る都道府県警察の姿がそこにある。

　拳銃摘発の平成の刀狩、ストーカー犯罪対策、暴力団対策などと同じパターンだ。

　警察庁長官は今年 8 月、「警察改革の精神」の徹底を全国の警察に指示した（注 4）。

　しかし、12 年前の「警察改革」は、現在の警察が抱えている根本的な問題の解決には何の役に

も立たなかったことは証明済みだ。

　警察のための「警察改革」から“市民のための警察”という警察の原点に立ち戻るための「警察

改革」が必要だろう。

　

　3 年 3ヵ月前、脱官僚の政権運営を掲げて政権交代を成し遂げた民主党政権はもろくも崩壊し

た。

　内閣総理大臣が 3 人、国家公安委員長が 6 人も交代するような政権では、警察官僚を抑えて

「警察改革」を実行できるはずもなかった。

　民主党政権が国民に約束した「取調べの可視化」や「警察改革」は何一つ実現されなかった。

　それどころか、警察官僚の求めに応じるかのごとく、いわゆるコンピュータ監視法等の警察の権

限強化に関連する法律の制定に手を貸してきた。

　さらに、さまざまな人権や報道の自由への侵害が予想される「秘密保全法」の制定のほか（注

5）、「取調べの可視化」と引き換えに捜査手法の高度化という名の危険な捜査手法の導入も企

図していた。

　代わって登場した自民党を中心とする政権は警察の現状に対してどんな政策で臨もうとしてい

るのかは不透明だ。

　自民党は 55 年体制の下で、警察の民主的運営を保証する都道府県公安委員会の形骸化と都

道府県警察の中央集権化を図り、事実上の国家警察を作り上げてきた。

　そもそも、現在の警察腐敗の根底要因はここにある。

　だとするなら、自民党政権もまた、警察官僚とともに警察の中央集権化と権限強化を推し進め

ることだろう。

　新たに国家公安委員長に就任した古谷圭司氏は、「（警察官不祥事に）危機感を抱いています。

（警察官に対する）啓発の仕方を見直す必要があります。警察官は職務に責任と誇りを持つこと

が大切です」と述べるにとどまった。

（平成 25 年 1 月 4 日　北海道新聞「新閣僚に聞く」から）

　

　法治国家である以上、どんな政権に代わろうとも警察は必要な機関だ。

　そして、法の執行機関は自らも法を遵守することが必要かつ最低限の要件だ。

　その構成員である警察官も同じだ。

　しかし、現実にはそうなってはいない。

　そのうえ、公安委員会をはじめマスコミなど警察をチエックするべき機関は事実上その機能を

喪失しているのが現状だ。

　そして、国民も警察の問題には関心が薄い。

　自らの身に降りかかってはじめて警察の真の姿を知る。

　しかし、警察は容易に誤りを認めない。

　マスコミも追及しない。

　そしてほとんどの国民は泣き寝入りするしかない。

　「市民の目フォーラム北海道」は、これからも市民に警察の実態を知ってもらうための活動を展



開するとともに、市民からの相談に応じ、国賠訴訟等の支援活動を続けながら、あるべき警察の

姿を追求していきたい。

　なかでも次代を担う若者への働きかけは重要だ。昨年から当フォーラムの事業として大学生を

対象とする出張講義を始めた。

　北は北海道大学、南は鹿児島大学、都内をはじめ各地の私立大学等 10校で学ぶ法曹、マス

コミ、政治等を志望する学生たちが対象だ。

　タイトルは「知られざる日本警察」、警察の本質、警察の仕組み、抱えている問題、その要因に

ついて説明した。

　それまで、警察について考えてみたこともなかった学生たちにとってかなり衝撃的だったようだ。

　あとから提出された感想文を読むとそれがよくわかる。

　これは「警察改革」の種を蒔くという息の長い活動だが、今年も続けていきたいと考えている。

　“市民のための警察”は警察の原点だ。

　「警察改革」の展望は厳しいが、声を上げ続けることが残された唯一の道だ。

　

　

　(注 1)警察刷新に関する緊急提言（平成 12 年 7月 13 日 策定）（国家公安委員会）

　http://www.npsc.go.jp/sasshin/suggestion/

　

　(注 2)警察改革（警察庁）

　http://www.npa.go.jp/syokai/soumu3/kaikaku.htm

　

　(注 3)平成 23 年警察白書（警察庁）

　http://www.npa.go.jp/hakusyo/h23/index.html

　

　(注 4)平成 24 年 8 月 9日 甲官発第 222号等（警察庁）

　「「警察改革の精神」の徹底のために実現すべき施策」に基づく各施策の着実な実施について

　http://www.npa.go.jp/pdc/notification/kanbou/jinji/jinji20120809.pdf

　

　（注 5）「秘密保全のための法制の在り方について(報告書)」(平成２３年８月８日)(首相官邸）

　http://www.kantei.go.jp/jp/singi/jouhouhozen/housei_kaigi/pdf/10110808_houkoku.pdf 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/jouhouhozen/housei_kaigi/pdf/10110808_houkoku.pdf
http://www.npa.go.jp/pdc/notification/kanbou/jinji/jinji20120809.pdf
http://www.npa.go.jp/hakusyo/h23/index.html
http://www.npa.go.jp/syokai/soumu3/kaikaku.htm
http://www.npsc.go.jp/sasshin/suggestion/


２０１３（平成２５）.　３．　７（木）　 原田代表が日弁連シンポで基調報告
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　警察庁は、2011 年 9月 8 日、「警察が設置する街頭防犯カメラシステムに関する研究会」（研究

会）の「最終とりまとめ」を発表した。

　それによると、

①防犯カメラのさらなる設置促進、

②適正な街頭防犯カメラの設置・運用の確保、

③自治体・民間による防犯カメラの設置促進とその健全な管理・運用の確保

の 3点が提案されている。

　日本弁護士連合会（日弁連）は、2012 年（平成 24 年）1 月 19日、監視カメラに対する法的規制

に関する意見書で、「近時、我が国においては、『監視カメラ』（防犯カメラ）が増加している。

　犯罪の発生を前提とせず、不特定多数人の肖像を、個人識別可能な精度で、連続して撮影し、

録画ないし配信を行う「監視カメラ」の増加は、プライバシー権等の保障の観点から看過できな

い」として、監視カメラの設置・運用に関して、基準、要件を定めた法律を制定し、規制することを

提言している。

　そうしたなか、2 月 27日　日本弁護士連合会主催による「顔画像で行動を検索できる社会と私

たち～便利さはプライバシーに勝る？～」と題するシンポジウムが、東京千代田区霞が関の弁護

士会館で開催された。

　当フォーラム代表の原田宏二が招かれて、「防犯と検挙のために必要なことは何か」と題する

基調報告を行ったほか、パネリストとして、意見交換に参加した。

　最初に、大阪弁護士会の弁護士奥村裕和氏（日弁連情報問題対策委員会委員）が「ここまで進

んでいる顔認識技術」と題して基調報告を行った。同氏は、我が国の「顔認証技術」についての

現状と大阪の監視カメラの急増実態、警視庁が「人物の 3 次元顔形状データベースを作成し、非

常時には民間の防犯カメラから映像をリアルタイムで警視庁に送らせて照合するというシステム」

を検討し、試験運用している（配布資料）などと報告した。

　（基調報告をする原田代表）

　続いて、当フォーラム代表原田宏二が基調報告を行った。

　原田代表は、現在の警察の捜査では、窃盗事件から凶悪事件の捜査まで監視カメラの映像な

しでは考えられなくなっている。

　そのため、聞き込みなどの基本捜査が疎かになっていると指摘、最近の監視カメラ映像を利用

した捜査の問題事例について説明した。



　また、マスコミで監視カメラの映像が無原則に公開されている実態にも触れ、刑事司法におけ

る推定無罪の原則が損なわれていると指摘した。

　続いて、福岡弁護士会の武藤糾明（日弁連情報問題対策委員会副委員長）の司会で、パネル

ディスカッションが行われ、冒頭にパネリストの久保田かおりさん（西日本新聞社会部記者）が、

昨年、西日本新聞の「罪と更正」という犯罪者の再犯を防ぐための政策に関する連載を担当した

際、取材を通して感じた犯罪を減らすために必要な政策について説明、続いて、奥村裕和弁護

士、久保田記者、原田宏二代表らによる警察の監視カメラの運用実態、問題点、法制化などに

関して意見交換が行われた。

監視カメラの防犯効果は立証されていない

　今回のシンポジウムで配布された資料によると、イギリス議会では、「防犯効果があるとされる

監視カメラの効果に関するコスト・効果分析はあまりにも粗雑とみる証言が多い。」との報告があ

り、2003 年に行われたキャンベル共同計画による監視カメラによる犯罪減少効果について、龍谷

大学法科大学院浜井浩一教授によると、「科学的に防犯効果がないわけではないが、その効果

は、駐車場での車上狙いなど限定的である」としている。

　警察庁の前記研究会の「最終とりまとめ」も、2009年と 2010 年の比較による川崎駅東口に設

置した監視カメラの効果測定結果を以下のようにまとめている。

　地理的分析として、①刑法犯認知件数全体、ひったくり、自転車盗は地理的転移（犯罪発生場

所が移るだけ）の可能性が、②車両関連犯罪は利益の拡散（周囲でも犯罪が減少）が、③粗暴

犯は影響が小さいことが、それぞれ示唆された（「最終とりまとめ」32，33ページ）。

　さらに、考察では、車両関連犯罪や粗暴犯について、統計的に有意な変化を結論づけられな

かったとする一方で、自転車盗の認知件数に統計的に有意な差があったとしているが、2010 年

度には JR川崎駅東口周辺で川崎市の全面的な協力により大規模な放置自転車撤去が数回行

われており、監視カメラ設置地区における犯罪の水準が大きく低下した原因は、防犯カメラ設置

を含めた総合的な防犯対策の結果と解釈されるべきだとしている（前同 36、37ページ）。監視カメ

ラはあらゆる犯罪について予防効果を発揮するわけではない。

　のみならず、監視カメラに予防効果が期待された犯罪類型についても、その有用性は証明され

なかったとしている。

　このように監視カメラが犯罪予防に有効であることは，未だほとんど立証されていない。

　そうだとすると、警察がいう「防犯カメラ」は、警察の犯罪捜査のための「監視カメラ」にほかなら

ない。

　現在の警察捜査の信頼度は極めて低い。

　そんな警察に無制約な監視カメラの利用をこのまま放置していいのか。

　早急な監視カメラの設置及び運用に関する法制化が求められている。



２０１３（平成２５）.　３．１６（土）　 「警察崩壊」（つくられた”正義“の真実）

                                             旬報社から出版

　当市民の目フォーラム北海道代表が旬報社から「警察崩壊」を出版する。

　その内容を簡単に紹介する。

　筆者は、警察問題に関する講演などを各地で行う機会を得た。

　そして、実感した。

　「警察とは何か、いかなる組織か」「警察の実態はどうなっているのか」を多くの国民が知らぬま

までいる、と。

　それは、警察相手に訴訟を起こしているオンブズマン団体や弁護士も例外ではなかった。

　（発売予定 4 月 8 日　価格 1785円）

　こうした活動は、巨大な警察組織を前にすれば、蟷螂の斧かもしれない。

　実際、警察の腐敗現象は、目を覆わぬばかりの速度で進んでいる。

　冤罪、裏金、警察官の犯罪……。

　そこに共通しているのは、コンプライアンスの欠如と隠蔽体質だ。

　目次　序　章　隠蔽される警察腐敗

　　　　　第１章　政治と警察

　　　　　第２章　警察神話の崩壊

　　　　　第３章　裏金に見る警察腐敗の本質

　　　　　第４章　国賠訴訟　誤りを認めない警察

　　　　　第５章　警察改革の道しるべ

　　

　旬報社のＨＰ http://www.junposha.com/catalog/product_info.php/products_id/828 

http://www.junposha.com/catalog/product_info.php/products_id/828


２０１３（平成２５）.　３．１９（水）　講演のお知らせ『組織と組織、その間の個人』
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐藤一記者の講演

　

　3 月 24 日(日）に佐藤一記者（道警裏金問題取材班キャップ）の講演が行われます。

　以下に案内文を転載。

////////////////////////////////////////////////////////////////////

第 5 回 『組織と組織、その間の個人』

講 師：佐藤 一（北海道新聞記者）

　「組織」とは一体何でしょうか。

　自分の属している「組織」について違和感を覚えたことはないでしょうか。

　良くないと思いつつも会社の決定で仕方がなく行ったこと、空気読んで意見を言えなかったなど、

経験はありませんか。

　そのような違和感とどう接していけばよいのか、組織の中での個のありかたについて考える連

続講座を企画しました。

　第 5 回は、2003 年 11 月下旬から 2005 年 6 月にかけて北海道警察の裏金問題を追及した佐

藤一氏（当時北海道新聞道警キャップ）をお招きし、お話をしていただきます。

　新聞のジャーナリズム性の衰退が叫ばれ、個としての記者の存在も希薄になりつつあります。

　そんな時代に、新聞社という組織内において、一記者はどのような立ち位置にあるのでしょうか。

　佐藤氏は、裏金報道をめぐり道警と道新の対立構図の中で、どのような考えで報道し、社内で

はどういう立ち振る舞いをしてきたのでしょう。

　さらに問題は訴訟まで発展、最終的に道新側が負ける結果になった際、社内の反応はどうだっ

たのでしょう。

　報道から今年の 11 月で 10 年。

　この間を振り返っていただき、「組織」と「個人」の関係をお話ししていただきます。

講 師プロフィール：

　佐藤一（さとうはしめ）北海道新聞記者。

　官庁系シンクタンク、経済誌記者、フリーライターを経て、1993 年北海道新聞入社。

　北海道警察の裏金問題を告発した際、道警キャップ（一定の取材グループでのまとめ役）を担

当。

　この時、日本新聞協会賞、菊池寛賞などを受賞。

場　所：男女共同参画センターエルプラザ４階「研修室１」(札幌市北区北 8西 3)

日　時：3 月 24 日（日）　18:30～20:30（18:00開場）

参加費：一般 1000円、学生（大学生以下）500円

　　　　※資料準備のため、なるべく予約をお願いします。

　　　　エルプラザアクセスマップ（http://www.danjyo.sl-plaza.jp/access/）

http://www.danjyo.sl-plaza.jp/access/


主　催：What’s & 学生グループ

ＨＰ：whats-everything.jimdo.com

お申し込み：北海道大学工学部４年　山田直明　naoaki.yamada@gmail.com

　　　　　　　　北海道大学工学部２年　環尚杜　   tamtamsaber1936@rose.ocn.ne.jp

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 whats.everything@gmail.com 

２０１３（平成２５）.　３．２８（木）　 「司法を考える市民の会・オープン例会」のご案内
　当フォーラム代表の原田宏二が「司法を考える市民の会・オープン例会」で講演します。

　

　当日は、入場無料、どなたでも参加できます。

　日時 ４月１２日（金）１８：３０～

　場所 札幌市中央区北 1条西 10丁目札幌弁護士会館 5階会議室

　演題 「犯罪捜査と刑事手続の基礎知識」

　1 犯罪概況と刑事司法

　2 警察捜査は刑事司法の入り口

　3 犯罪捜査規範（国家公安委員会規則）

　4 数字にみる警察捜査の実態

　5 取調べの全面可視化

　6 国民の監視と自衛

　なお、可能であれば、当日、講師の原田宏二著「警察崩壊」（旬報社）を販売する予定です。

２０１３（平成２５）.　３．３０（土）　 【集会のお知らせ】

1　　4 月 12 日（金）18:30～

　　「司法を考える市民の会・オープン例会」（於　札幌弁護士会館）

　　当フォーラム代表原田宏二が「犯罪捜査と刑事手続の基礎知識」と題して講演

2　4 月 20 日（土）13：30～大阪弁護士会主催シンポジウム

　　『知る権利が危ない！  PartII  「秘密保全法で警察不祥事も隠される！？」』

     （於大阪弁護士会館）当フォーラム代表原田宏二がパネリストで参加

3　5 月 27日（月）18:30～富山（氷見）冤罪国賠を支える会主催

　　「氷見冤罪国賠裁判報告集会 in 富山」（於　富山市、県民会館３０２号室）

　　当フォーラム代表原田宏二が「富山県警の隠蔽体質について」と題して講演

　　なお、この日午前 10：00 から第 20 回口頭弁論（富山地裁）が開かれ、

　　集会には足利事件元被告菅家利行さん、布川事件元被告桜井昌司さん、

　　同氷見事件国賠原告 柳原浩さんらが参加する。 

http://www.osakaben.or.jp/web/event/2013/130420.php
https://sites.google.com/site/toyamakokubai/
http://www.osakaben.or.jp/web/event/2013/130420.php
http://www.osakaben.or.jp/web/event/2013/130420.php
http://www.osakaben.or.jp/web/index/index.php
http://www.junposha.com/catalog/product_info.php/products_id/828
http://www.geocities.jp/shimin_me/whats-everything.jimdo.com


２０１３（平成２５）.　４．１７（木）　 出版記念イベントのお知らせ

　『警察崩壊』出版記念　原田宏二さんトークセッション＆サイン会

　北海道警察の組織的な裏金づくりを、元幹部として実態を告発した原田宏二さん。

　「告発」会見から 9年が経ちましたが、冤罪、裏金、警察官の犯罪など警察不祥事が続発する

現状は変わっていません。

　このたび、そうした警察組織の腐敗を検証する著作『警察崩壊　つくられた“正義”の真実』を刊

行しました。

　なぜ、不祥事が続発するのでしょうか。いったい警察とはどういう組織なのでしょうか。

　市民の信頼は取り戻せるのでしょうか。

　日本警察を内と外で見つめてきた著者が語ります。（司会・浅利圭一郎さん）

日時：2013 年 5 月 10 日（金）18時から

会場：紀伊國屋書店札幌本店１階インナーガーデン

　　　　〒060-0005　札幌市中央区北 5条西 5丁目 7番地 sapporo55ビル

　　　　電話　011-231-2131

参加費：無料

２０１３（平成２５）.　４．２４（水）　 大阪弁護士会シンポ　知る権利が危ない！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　多くの国民が知らないところで「戦争・治安立法」ともいわれる「秘密保全法案」が、今年の秋の

臨時国会に提出されようとしている。　

　この法案については、平成 25 年 4 月 8 日付の東京新聞に「旧自公政権から民主党政権に引き

継がれたもので、安倍政権の秘密保全法案は『国家安全保障基本法案』のような『戦争立法』に

がっちり組み込まれている。

　その背景には、1980 年代のスパイ防止案の廃案以降ずっと機会をうかがってきた官僚の執念

が見え隠れする」とある。

　憲法で保障された表現の自由や思想・良心の自由を脅かしかねない危険な法案だとして、日本

新聞協会や日弁連も反対を表明している。　

　この法案の詳細は闇の中だが、政府の有識者会議の報告書によると「国の安全」「外交」「公共

の安全と秩序の維持」に関する重要情報を特別秘密に指定し、公務員が漏らした場合、最高で

懲役 10 年を科すというものだ。

　市民であっても、共謀したり、そそのかしたり、扇動したりすれば罰せられる。

　特別秘密の指定権限は情報を保有する行政機関に与えられる。　

　この問題に熱心に取り組んでいる愛知県弁護士会の新海聡弁護士は「警察がこの法案に一番

熱心だ。

　外交・防衛に比べると、治安の問題は、より密接に市民生活と関わってくる。

　都道府県警察本部長が秘密指定の権限を持てば、全国の隅々にまで国の情報統制が及ぶこ

とになる。

　政府としては国民に隠しておきたい話だ」と指摘する。　



　そんななか、4 月 20 日、大阪弁護士会主催の「知る権利が危ない！Ｐ artⅡ『秘密保全法で警

察不祥事も隠される！？』」が開かれた。

　同弁護士会主催の秘密保全法に反対するシンポは昨年 4 月と 9月に続いて 3 回目だが、当日

は弁護士会館の大ホールに 200 人を超える市民が集まった。　

　

　今回のシンポでは、警察問題が取り上げられたことから、当フォーラム代表の原田宏二が、大

阪弁護士会に招かれて、基調報告を行い、パネリストの一人として討論にも参加した。　

　大阪弁護士会副会長の矢倉昌子弁護士の開会挨拶に続いて、原田代表が「警察の隠ぺい体

質と秘密保全法」と題して、基調報告を行った。

　原田代表は、警察の不祥事の現状について説明、警察が保有する秘密の実態、警察の情報

公開に対する消極的な姿勢（隠ぺい体質）などを報告した。　　　

　続いて、愛知県弁護士会の新海弁護士が特別報告で「秘密保全法の情報開示の現状と市民

へのリスク」について説明、大阪弁護士会秘密保全法問題検討プロジェクトチームの豊永泰雄弁

護士が「カウンターインテリジェンス基本方針情報公開訴訟」について報告した。　

　

　大阪のシンポらしかったのは弁護士有志による寸劇だ。

　筋書きは裏金つくりの協力を拒否、内部告発した警察官を裁く秘密保全法違反事件の裁判。

　裁判官、検察官、被告人の発言の“特別秘密”にあたる部分はブーという音が入り消される。

　そのたびに客席から爆笑。

　ちなみに、この寸劇、脚本、演出、役者のすべてが大阪弁護士会の弁護士さんだそうだ。　

　続いてパネルディスカッションが、同プロジエクトチームの太田健義弁護士の司会で進められた。

　

　パネリストは、立命館大学法科大学院法務研究科教授市川正人さん、劇団リリパットアーミー

Ⅱ座長わかぎゑふさんに原田宏二の 3 人。　

　冒頭、市川教授は特別秘密の指定に関して「チェックする機関がない、ほかの国では、国防情

報に限定するなどしているのに、日本では警察情報も含めようとしている」などとその危険性を指

摘した。　

　わかぎさんは「まるで、ナチスのゲシュタボができた時のようだ。誰が得をするのか」と秘密保全

法の恐ろしさを語った。

　そして、わかぎさんが自作の詩を朗読した。　

　それを紹介する。　



　子供の頃、「日本は言論の自由がある国だ」と聞かされて育った。　

　あの時の大人たちは戦前からの体制が変わり自由な国になったのだと信じて私たちに託した

のだろう。

　それは前世代の土産のようなものだった。　

　しかし、自由はいつまでも腐らないわけではない。

　怠けたり、目を離したりすると、簡単にどこかに行ってしまう性質のものでもある。　

　いつの間にか、腐ってないか？という心配を止めてしまったような気がする。

　どこにでも転がっているものだと、勝手に思い込んでなかっただろうか？

　今、それが問われる時代がやってこようとしている。

　60 年以上前の不自由さがヒタヒタと近づいてきている。　

　確認しなくては。

　自由を所持し、腐らせないようにしているかどうかを。　

　「日本は、素晴らしい言論の自由に満ちた国だよ」と次世代の子供たちに土産として置いていけ

るように。　

　脱官僚を旗印に政権交代を果たした民主党政権はもろくも崩壊した。

　その間の民主党の政策は、警察問題だけに限っても、公約とは似ても似つかないものだった。

　それどころではない。

　コンピュータ監視法の制定、暴力団排除条例全国一律施行、暴対法の改正など警察権限の強

化に手を貸した。

　警視庁外事第 3課から漏えいしたとみられる公安テロ情報問題の曖昧な対応をはじめ、警察

の意図的な組織的情報漏えいにも目をつぶった。

　そこに官僚の影があったとするならうなずける。　

　そして、安倍政権が誕生した。

　国民が円安・株高に浮かれているのを奇貨とするように、政府は着々と次を見据えてより危険

な政策を進めている。

　秘密保全法の制定はその一里塚だろう。

　その先には、わかぎさんが指摘した“60 年前の不自由さ”が待っている。

　そのことに気付いている国民は少ない。　

　警察にとっては、タイミングよく？、ボストン連続爆破テロが起きた。

　警察は従来よりまして国際テロに対する警戒強化を打ち出すだろう。

　そして、将来、秘密保全法が成立すれば、国際テロに関する情報は間違いなく”特別秘密”に指

定されるだろう。

　我が国は、間違いなく警察国家への道を歩みだしている。



２０１３（平成２５）.　６．　２（日）　 富山氷見事件裁判傍聴記
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　捜査より組織防衛が優先、富山県警の隠蔽体質

　

　5 月 27日、富山地裁で富山氷見事件国賠訴訟の第 20 回の口頭弁論（阿多麻子裁判長）が開

かれ、当フォーラム北海道代表原田宏二も傍聴した。

　原田代表は、平成 22 年 12 月 8 日の第 7回口頭弁論も傍聴している。

　原告席には、原告柳原浩さん以下 8 人の訴訟代理人弁護士が着席したが、例によって、被告

席は、訴訟指定代理人の富山県警の監察課の警察官など、国と県の役人ら約 20 人で満席状態。

　48 の傍聴席はマスコミ関係者と抽選に当選した一般傍聴者で満席になった。

　これまで警察・検察の捜査には数々の違法があったと主張する原告側に対して、被告側は、原

告が自白したから間違ったのであって、国賠法上の違法な捜査は行っていないと主張している。

　ここで、氷見事件の概要について確認しておく。

　平成 14 年 4 月 15 日、当時タクシー運転手だった柳原浩さん（当時 34歳）が、同年 3 月 13 日、

16歳の少女を強姦しようとした（氷見第 2 事件）の被疑者として、富山県警氷見警察署（以下「氷

見署」）に逮捕された。

　柳原さんは、5 月には別の少女への強姦容疑（氷見第 1 事件）で再逮捕され、同年 11 月に懲

役 3 年が確定、服役、平成 17年 1 月に出所した。

　ところが、平成 18 年 11 月、別の事件で他県警察に逮捕されたＯ（51歳）が自分が真犯人であ

る旨自供。

　柳原さんは、平成 19年 10 月に再審裁判で無罪判決が言い渡され、平成 21 年 5 月 14 日、国

と富山県を相手に国家賠償請求訴訟を提訴した。

　なお、真犯人Ｏは、第 1、2 事件の後に、氷見市内で 6件、石川県内で 2件、鳥取県内で 3件の

同種事件を犯したことが判明、起訴されている。

　今年 3 月 4 日の第 19回の口頭弁論から証人尋問が始まり、すでに、当時の氷見署の刑事課

長と富山県警本部（以下「県警」）捜査第 1課課長補佐の尋問が終わっている。

　この日、証言台に立ったのは、氷見第 1 事件（1 月 14 日）、氷見第 2 事件（3 月 13 日）、氷見第

3 事件（8 月 19日）の被害者を取調べた当時の氷見署の女性警察官と柳原さんを犯人と特定す

るきっかけとなった氷見第 1、2 事件の犯人の似顔絵を作成した当時の県警鑑識課員の男性警

察官である。

　次回第 21 回口頭弁論では、当時捜査を指揮した氷見署長、県警本部捜査第 1課長が証言す

るほか、平成 26 年 2 月の第 24 回口頭弁論までに本件捜査に携わった警察官等 8 人、検察官 1

人が証言台に立つ予定だ。

　“国家無答責の法理”が生きているのではと錯覚するくらいの国賠訴訟、過去の例では、警察

官個人が賠償を求められることは滅多にないが、捜査に関与した多くの警察官が証言台に立ち、

その責任を追及されることにより、繰り返される冤罪事件や誤認逮捕等の違法捜査に少しはブ

レーキをかける意味はあるのかもしれない。

　

証言から見えてくる捜査の実態と隠蔽体質

　

　最初に証言台に立ったのは、当時、氷見署の地域課に所属し、交番で勤務していたという女性

警察官。

　彼女は富山県警の性犯罪捜査員に指定されていたが、当時の氷見署刑事課長の指示で、氷

見第 1、第 2、第 3 事件の被害者を取調べ、供述調書や報告書等を作成したとされている。



　彼女の証言は、傍聴席からはほとんど聞き取れないほどの弱々しい声の証言が多く、いかにも

自信のなさが感じられたものの、被告指定代理人の主尋問にはスラスラ答えていた。

　おそらく、県警監察課の訟務担当者との事前の入念な打ち合わせに従ったものと思われる。

　しかし、原告代理人の反対尋問に対しては、「記憶にありません」、「調書に書いてある通りで

す」などという逃げの証言に終始した。

　これも、監察課との事前打ち合わせの結果だろう。

　ただ、柳原さんが逮捕された後に発生した同年 8 月の第 3 事件の被害者を取調べについて、

「上司である係長に『前の事件と似ている』と報告したが、係長から『その事件は行っている（柳原

さんが、刑務所か拘置所に収容されており、捜査が終わっている）』と言われた」と証言、当時、氷

見署が柳原さんを逮捕した氷見第 1、第 2 事件の再捜査を行う意思はなく、むしろ隠蔽の意図が

あったのではないかと強く疑わせた。

　さらに、写真面割りの際に、被害者に「（この中に犯人がいないかもしれないという）ゼロ回答も

ありうる」と伝えたが、このことは調書には記載しなかったと証言、通常こうした事実は供述調書

に記載することが基本で、この証言にも疑問を感じた。

　最後に、原告代理人から「別に犯人がいたことについてどう思うか」と問われて「自分としては

びっくりした」と答えたが、反省や謝罪の言葉は聞かれなかった。

　彼女の証言全般を聞いていて感じたことは、捜査経験の浅さだった。

　県警の性犯罪捜査員に指定されていたというが、現在の交番勤務の警察官は、日常の勤務の

中で犯罪捜査に従事することが少なく、取調べや供述調書作成能力は低いとされている。

　証言を聞いていても通り一遍の表見的な取調べに終始していたのではないかと思われる場面

がいくつもあった。

　氷見事件は、連続発生の持凶器、侵入強姦事件という特異・重要事件である。

　被害者の取調べは捜査方針にも重要な影響を及ぼす。

　捜査指揮にあたった捜査幹部が彼女をどのようにサポートしていたのだろうか。

　ここにも幹部の捜査指揮能力の低下という現在の警察が抱える問題が表れていると感じた。

　

　続いて、証言台に立った男性警察官は、当時、県警本部鑑識課の機動鑑識班に勤務、似顔絵

作成担当者として登録されていたとされる。

　性犯罪事件でも 10件くらいの事件で似顔絵作成に関与し、うち 5件が検挙されおり、年 1 回の

似顔絵講習会では講師も務めていたなどと、その経験が豊富であることを証言した。

　そのうえで、上司の指示により氷見第 1、第 2 事件の被害者から直接聞き取って似顔絵を作成

したと、似顔絵作成時の状況や作成にあたっての心構えなどについて証言、原告代理人の反対

尋問に対して「3 月事件（氷見第 2 事件）の被害者の目撃状況がよく、（氷見第 1 事件）と同一犯

によるものではないかと思った」と証言、この似顔絵は「真犯人に似ている」と主張した。

　似顔絵を捜査に利用するかどうかは慎重な判断が必要だ。

　被害者は写真面割りや透視鏡による面通しなどを通じて、知らず知らずのうちに警察官の言動

に迎合するようになる。

　似ているかもしれない→似ている→犯人に間違いないと供述が変遷することはよくあることだ。

　似顔絵、写真面割りなどは危険な手法である。

　一歩誤れば、捜査がとんでもない方向に進む危険性があるのだ。

　これは捜査の常識だ。

　利用するかどうか、捜査幹部が慎重に判断しなければならない。

　柳原さんが似顔絵から捜査線上に浮かんだ段階で、足跡などの現場資料との整合性、アリバ

イの有無など、他の捜査結果を捜査指揮にあたっていた幹部がどのように判断したのか。



　しかも、任意捜査の段階では柳原さんは否認していたのだ。

　自白した柳原さんが、警察車両に乗せられて被害者の家に案内した時の状況に関する「捜査

状況報告書」（引きあたり報告書）には、タクシー運転手で地理に明るいはずの柳原さんが被害

者宅を案内できず、警察官が露骨に誘導して案内させた状況が明らかになっている。

　この報告書は原告側の度重なる要求で被告側がしぶしぶ開示したものだが、ここにも氷見署が

強引に柳原さんを犯人に仕立て上げようと意図していたことがうかがえる。

　氷見署は、こうした捜査の基本を無視した強引な捜査で「任意同行して叩けば自供する」あるい

は「逮捕すれば何とかなる」といった旧態依然とした「叩き割り手法」により柳原さんを犯人に仕立

て上げた。

　これが氷見事件捜査の実態だろう。

　この事件の捜査は、杜撰さを超えた、でっち上げと言ってもいいほどの強引なものであった。

　そして、捜査の常道を無視したともいえる幹部の捜査指揮、そこには度重なる捜査を巡る不祥

事からくる県警の隠ぺい体質、捜査より組織防衛を優先させるという警察の異常ともいえる体質

が見え隠れする。

氷見冤罪国賠裁判報告集会ｉｎ富山～県警の隠蔽体質を問う～

　弁護団による記者会見が終了後、午後 6時 30 分から富山（氷見）冤罪国賠を支える会（以下

「支える会」）主催による「氷見冤罪国賠裁判報告集会ｉｎ富山～県警の隠蔽体質を問う～が県民

会館で開かれ約 60 人の市民が参加した。

　集会第 1 部では、当フォーラム代表の原田宏二が「富山県警の隠蔽体質」と題して講演、続い

て、富山（氷見）冤罪国賠弁護団長の奥村回弁護士が国賠裁判報告、第 2 部では富山大学教授

の小倉利丸さんが「富山の地域社会と冤罪について～市民的責任のありかたを考える」と題して

講演、続いて、足利事件元被告の菅家利和さん、布川事件元被告の桜井昌司さんが、自らが体

験した冤罪事件の警察・検察の捜査を批判しながら、原告柳原さんへエールを送った。

　

　最後に、支える会の磯部忠さんが「捜査指揮簿など情報公開の現状」を報告、支える会の山際

永三さんが、国賠訴訟の完全勝利を宣言して閉会した。

　当フォーラム代表の原田宏二の講演趣旨は以下の通りでる。

　今日の証言を聞いて感じたのは、現場の警察官の捜査力の低下ぶりと何も変わらない警察の

隠ぺい体質だった。

　現在の警察は 3 大腐敗現象（裏金、冤罪、警察官犯罪）にまみれている。

　昨年、全国で 93 人もの警察官が逮捕されているが、任意検挙された警察官を入れると警察官

による犯罪はもっと多いだろう。



　（富山県警本部庁舎　外観は立派な建物だが、さて、その内情は？）

　ここ富山県警でも、昨年 12 月、現職の警部補（懲戒免職）による殺人・放火事件の逮捕（5/22

処分保留）を受けて、警察本部長を責任者とする県警再生委員会を立ち上げて、組織や職員の

意識改革に取り組んでいるという。

　目的は、警察行政の透明化と自浄作用の重要性を浸透させることにあるという。

　平成 12 年以来、警察刷新会議の緊急提言を受けて警察庁は警察改革を進めてきたはずだ。

　しかし、それは失敗に終わった。

　果たして、県警に再生などができるのか。

　

　県警では、警察本部長ら上層部による覚せい剤もみ消し事件があった。

　平成 7年 5 月、覚せい剤事件で逮捕された男を別の大規模事件の捜査に協力させるため釈放、

その事実が 6 年後の平成 13 年 11 月に発覚、平成 14 年 4 月、虚偽の事件指揮簿を作成したと

して、当時の警察本部長ら 13 人が送致され、本部長らが有罪判決を受けた。

　県警は 6 年にわたり違法捜査を隠蔽していたことになる。

　その直後に氷見事件で原告柳原さんを強姦未遂事件の容疑で誤認逮捕、その後も氷見市内

や石川県等で同様手口の事件が次々と発生していたにもかかわらず、柳原さんの事件の再捜査

を行わず、誤認逮捕を隠蔽した。

　しかも、国賠訴訟の中で事件捜査の経過と責任の所在を記録した文書である「事件指揮簿」の

開示を求めても開示に応ぜず隠蔽しようとしている。

　県警の再生を向けての“警察行政の透明性”などは絵に描いた餅に過ぎない。

　そして、昨年 12 月 22 日には、現職の警部補（54歳）が、2 年 8ヶ月前の平成 22 年 4 月に発生

した殺人・放火事件の容疑者として逮捕するというとんでもない不祥事が発覚した。

　こうした事件では、現場付近の聞き込み、被害者の交友関係の捜査、前歴者の捜査などの基

礎捜査が重要だが、警部補は被害者と 30 年以上の付き合いがあったというから当然捜査対象

になるが、単なる参考人としてしか調べていない。

　しかも、県警はこの事件の約 2 年前の平成 20 年 7月にも、富山市の 2軒の同警部補の親族

宅で起きた窃盗事件の現場に同警部補の懐中電灯が遺留されていたのに拘わらず、同警部補

の「懐中電灯は盗まれた」との弁解を鵜呑みにして十分な捜査を行わなかった。

　この事件を徹底的に捜査していれば、殺人・放火事件も防げたはずで、殺人・放火事件で同警

部補を捜査対象から除外した事実は、県警の上層部が現職警察官の凶悪事件を隠蔽しようとし

たと考える方が自然だ。

　何故、警察の隠蔽体質は改められないか。

　それは警察が権力機関だからだ。



　権力は腐敗する、権力は自己増殖する、権力は暴走（権限の濫用）する。

　これが権力機関の本質だ。

　警察は常に“無謬性（正義）を標榜”し、権威を追い求める。

　しかし、実際の現場は失敗も多い。

　そのためには隠蔽が必要なのだ。

　捜査上の秘密という”錦の御旗”もある。

　警察が警察である以上、透明性などはあり得ない。

　そして、警察を管理する公安委員会、議会、そしてマスコミさえも警察権力には遠慮がちだ。

　いったんマスコミに逮捕した事実が報道されると、国民は犯人と決めてしまう。

　我が国には“推定無罪の原則”は失われている。

　最も恐ろしいことは、多くの国民がこうした警察の本質に無関心なことだ。

　自分自身の身に降りかかって初めて警察の実態を知ることになる。

　それでは遅いのだ。

　最後に、冤罪と国賠訴訟のことに触れておく。

　現行の刑事訴訟法が施行されてからも数多くの冤罪事件が起きている。

　氷見事件をはじめ、今日、参加されている菅家利和さん、の足利事件や元被告の桜井昌司さ

んの布川事件もそうだが、知られない冤罪事件も多い。

　検察が嫌疑なしで不起訴とした事件、サイバー事件の誤認逮捕事件等、いわゆる”隠れ冤罪”

もある。

　取調べの全面可視化も実現していないが、警察は治安水準を維持するためには、”捜査手法

の高度化”が必要だとしている。

　国民の信頼を失った警察にこれ以上の権限を渡すことは極めて危険だ。

　多くの冤罪等を巡る国賠訴訟を見ていると、我が国には明治憲法下の”国家無答責の法理”が

生きているようだ。

　厚生労働省のキャリア官僚の村木さんの事件では、村木さんはお気の毒だったが、国は直ちに

賠償金を支払っている。

　氷見事件における国等の対応に比べると著しい格差を感じる。

　こうした国賠訴訟の実態も冤罪事件がなくならない一つの要因だ。 



２０１３（平成２５）.　７．　３（水）　 秘密保全法？「公共の安全ってなんだ」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　報道によると、安倍内閣は秋の臨時国会に、秘密保全法案を提出するそうだ。

　そうした動きに対して、日本弁護士連合会は反対を表明、各地の弁護士会がシンポジウムなど

を開催し反対の動きを加速している。

　当フォーラム代表の原田宏二も、4 月 20 日の大阪弁護士会の主催「知る権利が危ない！Ｐ

artⅡ　『秘密保全法で警察不祥事も隠される！？』」に続いて、6 月 30 日、愛知県弁護士会主催

のシンポジウム「秘密保全法？『公共の安全』ってなんだ？！～瀕死の知る権～」に参加した。

　シンポジウムは、30 日午後 1時 30 分から名古屋市瑞穂区の市博物館講堂で開かれ、市民ら

約 150 人が集まった。

　シンポジウムは、花木淳美弁護士（愛知県弁護士会）の司会で進められ、四橋和久（同）の秘

密保全法のついての基調報告に続いて、新海聡弁護士（同）が司会、北海道警察の裏金疑惑報

道で辣腕をふるった元北海道新聞のデスク高田昌幸氏（現高知新聞）と当フォーラム代表の原田

宏二の対談で進められた。

　（左から新海弁護士、原田代表、高田昌幸氏）

　高田氏は、北海道警察の裏金報道での北海道警察の対応を振り返りながら「社会をコントロー

ルする側は、常に都合の良い情報しか出さないが、秘密保全法によりその傾向が一層強まるだ

ろう」などと指摘、原田代表もネット上に流出した警視庁外事三課のものとされるデータの内容に

触れながら、現在問題になっている米中央情報局（ＣＩＡ）のスノーデン元職員の例を取り上げ「秘

密保全法の姿はこれだ」などと説明した。 

２０１３（平成２５）.　７．　３（水）　 前期の大学講義が始まる
　

　当フォーラムでは、昨年から実施している全国の大学生等を対象とする当フォーラム代表の原

田宏二による出張講義を開始した。

　今年は「我が国の犯罪捜査・刑事手続きの問題点～体験をふまえて～」をテーマに、6 月 6 日、

京都の龍谷大学法学部（大阪弁護士会大川一夫弁護士　裁判と人権講座）の約 400 人の学生

を対象にスタート、6 月 25 日には、札幌の北海学園大学法学部（政治学科韓永學教授　マスコミ

論）の学生約90 人（昼夜間部）でも実施した。

　このほか、前期は 7月 11 日に早稲田大学教育学部（岡村遼司教授　人権講座）を予定してい

るほか、8 月には北海道大学大学院、名古屋大学大学院（いずれも高知新聞高田昌幸氏　調査

報道論）での講義を予定している。



２０１３（平成２５）.　９．１４（土）　 「監視社会と警察」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         第 20 回全国市民オンブズマン京都大会・警察分科会 

                                                     講演全文

　

　「監視社会と警察」

　この原稿は、平成 25 年 9月 7日に開かれた第 20 回全国市民オンブズマン京都大会・警察分

科会で講演するため準備したものだが、講演時間が 40 分であったため、ここで改めてその全文

を掲載したものである。

　

　平成 16 年 8 月の全国オンブズマン函館大会で警察の裏金疑惑が主要議題として取り上げら

れて以降、警察の裏金疑惑が収束に向かうにしたがって、大会で警察問題が取り上げられること

は少なくなった。　

　国民の多くが円安だ、株高だ、オリンピックだと浮かれているなかで、自民党政府は特定秘密

保護法の成立をもくろみ、憲法改正の動きを活発化しようとしている。

　そして、警察を管理、監視するべき公安委員会をはじめとする議会等の公の機関、さらには、権

力を監視することを標榜する新聞をはじめとするマスコミの多くがその機能を放棄している。

　そうしたなか警察は、裏金、冤罪等の違法捜査、警察官犯罪といった三大腐敗現象を抱えなが

ら、国民への監視体制を一層強化しようとしている。

　（詳しくは「警察崩壊」（旬報社）をご覧いただきたい。）

　北海道大学の山口二郎教授は、「我が国は警察国家への道を進んでいる」と警告している。

　教授によると「警察国家」とは、政府が国民一人ひとりの思想や行動を監視し、権力を維持する

ために自由を取り締まるような体制をいうとしている。

　本日は、私たちの身近なところで、警察によるいかなる監視が行われているか、具体的にお話

をしたい。

1　警察は国民の日常生活を監視している

（1）監視カメラによる監視

　警察が防犯カメラと称する監視カメラは、全国で 330万台、ＪＲ等の駅に 5万 6000台（国交省）

が設置されているとされる。

　北海道警察によると、北海道では 2万 8,153台（推計）である。

　このなかで、最も多いのがコンビニ店舗で 1万 5,106台(54%)である。

　全国のコンビニ店舗数 49,115（平成 25 年１月現在）、コンビニは市街地にはかならずといっても

よいほど存在する国民の身近な店舗と言えるだろう。

　一方、国民の身近なところにある交番は全国で 6,236箇所、駐在所は 6,798箇所で、その合計

は 13,034箇所である。

　仮に、コンビニ店舗に 1台以上の防犯カメラが設置されているとしたら、交番・駐在所の 3.8倍

の数の防犯という名目の監視カメラが来店者や近くを歩く人や車両を監視し、警察に求められれ

ばその映像を容易に提供する仕組みが出来上がっている。

　最近では、こうした自治体や民間企業の監視カメラだけではなく、繁華街等には警察が設置す

る街頭防犯カメラと称する監視カメラが増えている。

　こうした警察が設置、管理する監視カメラ 12府県で 540台とされ、今後も増え続けるだろう。

　最早、国民の誰もが監視カメラの眼を逃れて目的地に行くことは不可能になっている。

　目的地のデパートへ行っても、車でガソリンスタンドへ行っても“あなたは監視されている”、そ



んな時代なのだ。

（2）Ｎシステム等による監視

　Ｎシステム（自動車ナンバー自動読取装置）は、幹線道路に警察が設置した自動車のナ　ン

バープレートを自動的に読み取る装置、いわば自動検問装置である。

　指名手配被疑者や盗難車両の発見、事件発生前後の通過車両の割り出しなど、犯罪捜査に

利用されている。

　平成 23 年 12 月現在、その設置個所は 1496箇所とされるが、その数やその運用の実態は闇

の中である。

　 なかには、警察職員の行動監視に使われたケースもある。

　Ｎシステムが犯罪捜査以外に使われないという保証はどこにもない。

　オービス（自動速度違反取締装置）は、道路 を走行する車両の速度違反を自動的に取り締ま

る装置である。

　車両ナンバーと運転者や同乗者の写真が撮影される。

　スーパー防犯灯は、防犯灯の支柱に赤色灯・サイレン・防犯カメラ・インターホン・緊急通報ボタ

ンを装備した街頭緊急通報システムである。

（3）インターネットの監視

　わが国のインターネット利用者数は、9,610万人(平成 23 年末、総務省)。

　人口普及率 79.1 %、国民の約 10 人に 8 人が使っている。

　そのインターネットは、いわゆる「インターネット監視法」により警察が通信履歴の一定期間の保

存を要求（刑事訴訟法 197条 3項）し、それを捜査事項照会書あるいは差押令状により容易に入

手することが可能になった。

　（注 1）コンピューター監視法（刑事訴訟法 197条 3項～平成 23 年 6 月改正）

　差押え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、電気通信事業者等に対して、そ

の業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴の電磁的記録

のうち必要なものを特定し、30 日を超えない期間を定めて、これを消去しないよう、書面で求める

ことができる。

　（注 2）「通信履歴」とは、通信に関わる事項の記録のうち、通信内容を除くものだとされ、具体

的には、電気通信の送信先、送信元、通信日時等の通常ログと呼ばれているものがこれに当た

ることとなる。

　したがって、電子メールの本文等、通信の内容に関するものはこれに当たらない。

　インタネットといえば、平成 24 年、警視庁などが４人を誤認逮捕したパソコン遠隔操作事件が

記憶に新しい。

（4）電話・携帯電話（ＧＰＳ機能）の監視

　わが国の携帯利用者は 1億 2418万 7,600 人（平成 24 年 3 月末）とされる。

　総務省の「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」によると、警察から要求

があれば、加入者の住所・氏名等は通信の保護の対象外であり、本人の同意を得ることにより

（警察の）事務に支障を及ぼすおそれがあれば、（同意がなくても）照会に応じるとしている。

　通信履歴（当事者の住所・氏名・発受場所、通信年月日、通信回数）は、原則として提供しない

としているものの、これも差押令状により気通信事業者から差し押さえることは容易だ。

　また、ガイドライン改正（平成 23 年 11 月 2 日）により、警察から要請があれば、電気通信事業

者は裁判官の検証令状により、被疑者のＧＰＳの位置情報を警察に提供することができることに

なった。

　最近、警察が捜査対象者の車にＧＰＳ発信機を無断で設置した事例が各地で発覚（朝日新聞

デジタル平成 25 年 8 月 18 日配信）したと報じられた。



　 これは明らかに尾行の自動化だろう。

　この発信機は携帯電話販売店で簡単に買うことができる。警察は必要があれば許されると主

張しているようだが、極めて違法の疑いが強い。

2　監視カメラか防犯カメラか

（1）映像は警察の犯罪捜査に利用されている

　警察庁の「警察が設置する街頭防犯カメラシステムに関する研究会」（以下「研究会」）の「最終

とりまとめ」（平成 23 年 9月 8 日）によると、街頭防犯カメラとは～特定の犯罪の捜査としてでは

なく、より広く、犯罪の予防・鎮圧を目的として、公道上など不特定多数の者が往来する公的空間

に設置されるもの～とされている。

　民間企業が設置する防犯カメラの映像の運用はどうなっているのか。

　札幌市の調査（平成 19年 3 月）によると調査対象 544 業者の 3 分の 2 に当たる 67.3％が防犯

カメラを設置、業種別では「卸売・小売業、飲食店」が 48.0％ で最も高い割合を占め、次いで

「サービス業」30.7％、「金融・保険業」9.9％、「不動産業」6.6％などと続く。

　そして、その映像データを外部への提供ありが 60.6％を占め、そのうち捜査機関からの依頼が

98.5％に上るとしている。

　この数字は、民間の防犯カメラによる映像が事実上警察の犯罪捜査に使われていることを示し

ている。

（2）立証されていない犯罪抑止効果

　監視カメラの増加は、プライバシー権等の保障の観点から看過でいないとする日弁連の「監視

カメラに対する法的規制に関する意見書」（平成 24 年 1 月 19日）によると、警察庁の研究会の

「最終とりまとめ」でも、その有用性は証明されていないとしている。

　そこで、頻発するコンビニ強盗の発生状況から見てみよう。

　コンビニ強盗の発生は、平成 14 年 812件(検挙率 42.1％)、平成 19年 544件(59.0％)、平成 21

年 897件（60.5％）、平成 23 年 630件（65.7％）となっており、少なくてもコンビニ店舗を対象とする

強盗事件については、防犯カメラの抑止効果は認められない。

　むしろ、検挙率が向上していることは、その映像データの利用による検挙が増えているのでは

ないかと推測できる。

　警察庁がまとめる犯罪統計では、監視カメラ映像が事件検挙の端緒となった数を明らかにして

いない。

　北海道警察に対する情報開示請求でも、監視カメラ映像の提供を受けた件数やそれを端緒と

する検挙の数字は、文書不存在を理由に明らかにしなかった。

　警察では、シス・キャッツシステム（ＣＩＳ－ＣＡＴＳ　情報分析支援システム）と称する、犯罪手口、

犯罪統計等の犯罪関連情報を地図上に表示するなど他の様々な情報と組み合わせ、犯罪の発

生場所、時間帯、被疑者の特徴等を総合的に分析することを可能とする情報分析支援システム

が平成 21 年 1 月から運用され、それぞれの都道府県警察には画像分析等を担当する部署を設

置し警察署の捜査を支援する体制を強化している。

　おそらく、このシステムには監視カメラの設置状況が入力され、事件発生時には警察署などに

そのデータが提供されるであろう。

（3）三次元顔画像識別システム

　三次元顔画像識別システムとは、防犯カメラ等で撮影された人物の顔画像と、別に取得した被

疑者の三次元顔画像とを照合し、個人を識別するものである。

　一般に、防犯カメラで被疑者の顔が撮影される角度は様々であるため、被疑者写真等と比較す

るだけでは個人の識別が困難な場合が多いが、このシステムでは、被疑者の三次元顔画像を防



犯カメラの画像と同じ角度及び大きさに調整し、両画像を重ね合わせることにより、個人識別を

行うことが可能であり、防犯カメラの普及とあいまって被疑者の犯行を裏付ける有効な捜査手法

となっている。(平成 23 年警察白書)

　このシステムは、既に、民間の監視カメラ 20台と警視庁のデータベースを接続する試験運用が

平成 23 年 3 月から始まっているが、このデータベースとは何か。

　警察は、逮捕した被疑者の写真を撮影し、指紋等を採取することができる(刑事訴訟法 218条 2

項)。

　考えられるのはこの被疑者写真のデータベースだ。

　このほか、運転免許写真がある。

　運転免許人口は約 8千万人、その写真を警察はデータベースとして保管している。

　本来この写真は運転免許行政のために使われるものだが、実際は犯罪捜査に使われている

のが実態である。

　運転免許写真もこのデータベースになりうる。

　ネット上で公開されている Facebook等に登場する顔写真もデータベース化すれば容易に利用

されるであろう。

（4）ムービングアイ包囲網（大阪）

　大阪市の大手タクシー会社（タクシー 464台、24時間稼働）と大阪府警が協定を結び、平成 24

年 3 月から実施しているシステム。

　警察が収集した情報をタクシー会社に提供、情報提供があればドライブレコーダーの画像提供

を受け警察が精査するシステムだ。

　全国のタクシー事業者数及び車両台数は、法人事業者は 1万 4,798社、法人車両数 20万

5,683台個人タクシー 4万 639台、総車両数は 24万 6,322台（国土交通省調べ・平成 24 年 3 月

末現在）である。ちなみに、全国のパトカー、白バイ等は約 4万 2,000台である。タクシーはパト

カーの約 6倍になる。このシステムが全国で展開されれば、街中を動く監視カメラが走っているこ

とになる。

3　公開される監視カメラ映像

（1）監視カメラの映像探しは捜査手法の主流

　警察は、事件検挙に監視カメラ映像がどのくらい使われているかなどは、明らかにしない。

　しかし、最近では、聞き込みなどという旧来の捜査手法よりも、監視カメラ映像の収集とその解

析が最優先で進められていることは明らかだ。

　警察内部にはそれを支援する「捜査支援分析センター」なる組織も設置されている。

　オウム真理教の信者の逮捕劇等にみられるように、本来は非公開のはずの指名手配被疑者

が、凶悪、重要事件の容疑者に限定しながらとはいえ公開されていることは、刑事司法の“推定

無罪の原則”からしても極めて疑問である。

　最近では、コンビニ店舗等の監視カメラ映像が無原則に警察に提供され、それが容疑者として

新聞紙上に公開されるようになった。

　



　この写真は、「札幌市内 2 事件容疑者画像公開」と題する平成 25 年 7月 2 日付の北海道新聞

の記事である。

　画像は札幌西署、札幌中央署提供とある。

　

　写真右側が札幌市内のコンビニ店舗の監視カメラの画像、左側がマンションの監視カメラの画

像とされている。

　いずれも警察が道警記者クラブに提供したものだ。

　記事では女性がひき逃げ事件の容疑者、男性は強盗未遂と窃盗の容疑者となっている。

　この写真公開翌日、この女性は警察署に出頭し、自動車運転過失傷害と道路交通違反(ひき

逃げ)の疑いで逮捕されたが、女性は「気がつかなかった」と容疑を否認している。(平成 25 年 7

月 5 日　朝日新聞)

　なお、この女性は検察庁に送致後の勾留途中に処分保留で釈放されている。

(2)　続発する冤罪・誤認逮捕等の違法捜査

　ごく最近では、大阪府警北堺警察署が窃盗事件の捜査で、監視（防犯）カメラ映像から割り出し

た全く無関係の男性を誤認逮捕、大阪地検堺支部もこの男性を起訴、85 日間にわたって身柄を

拘束していたという。（平成 25 年 7月 21 日　北海道新聞）

　このほか、15歳中学生を誤認逮捕した練馬区の強盗致傷事件（警視庁）、市営住宅の防犯カメ

ラ映像で窃盗容疑者とした事例（北海道警）、コンビニの防犯カメラ映像は別人だった事例（石川

県警）など、多くの誤認逮捕等の違法捜査が続出している。

　

4　法的根拠を欠く監視カメラの設置・管理・運用基準

　平成 15 年 7月 26 日、当時の民主党河村隆議員らが「行政機関等による監視カメラの設置等

の適正化に関する法律案」を提出したが査未了廃案になっている。

　この法律案においては「監視カメラ」を～人の行動を監視するために設置されるカメラ、ビデオカ

メラその他対象を撮像して表示し又は記録する装置をいうと定義している。

　その後、監視カメラの設置・管理・運用基準に関する法律は制定されていない。

　監視カメラの設置の届け出や管理の在り方を条例で定めている自治体は東京・杉並区など一

部にとどまる。

　京都府、大阪市、堺市などは管理・運用の指針を公表しているが、法的な拘束力はなく、周知も

足りない。（平成 25 年 4 月 12 日　読売新聞）

　札幌市でも「防犯カメラ・ガイドライン」を設けている。

　それによると、管理責任者を指定すること、設置の表示をすること、画像は施錠可能な保管庫

に保管し保存期間は１か月以内とし、期間経過後は消去することなどを掲げている。

　特に、捜査機関から犯罪捜査目的で要請を受けた場合は、個人に関する情報であるところから、

提出にあたってはより慎重を期すべきであり、文書（捜査関係事項照会書等）による依頼に基づ



くことが適当である、としている。

(1)　警察庁見解

　警察の設置する街頭防犯カメラについて、我が国においても、具体的な手続きが明確化され、

それに基づき運用されることが確保されるのであれば、必ずしも特別な法的根拠規定を設けるま

での必要はないと思われる。

　そこで、今後は、これまで警察において実施されてきた合意形成に向けた運用実態を踏まえつ

つ、街頭防犯カメラ設置に際しての事前手続の実施手順をできる限り標準化した運用ルールとし

てガイドラインを策定し、各警察がこのガイドラインに則って、公安委員会の管理の下、設置運用

がなされるようにすることが望ましい。（「最終とりまとめ」）

　現在の公安委員会が警察を管理する機能があるのか極めて疑問だが、これを受けて、各都道

府県警察では、街頭防犯カメラシステム運用規定を定めている。

　北海道警察の運用要綱によると、設置場所の選定等、画像データの管理、検索、犯罪捜査な

どに提供に関する手続き、運用状況の公表などを定めている。

(2)　日弁連の意見書

　一方、日弁連の「監視カメラに対する法的規制に関する意見書（平成 24 年 1 月 19日）」では、

プライバシー権等の保障の観点から法律の制定、規制が必要と主張しているほか、「警察が管

理・設置する監視カメラに関する意見書（平成 24 年 1 月 20 日）」では、「最終とりまとめ」に依拠し

た監視カメラの設置の推進に反対するとしている。

　その理由として、

　①設置の必要性の吟味が極めて不十分

　②設置・管理についての法律等根拠の必要性を否定

　③人権救済システムへの配慮が極めて不十分で深刻なプライバシー権・自己情報コントロール

権の侵害をもたらす

　④自治体、民間の防犯カメラを警察が一元管理されれば、市民のプライバシー権侵害は際限

なく拡大するなどと指摘している。

（3） 防犯カメラの新設、増設に 77%が賛成・容認（北海道新聞　平成 25 年 7月 20 日)

　これは北海道新聞情報研究所のモニター調査の結果が記事になったものだ。

　この記事に限らず、国民の多くは同じような回答をするに違いない。

　しかし、国民がこれまで述べてきたような監視カメラの運用の実態を知ったうえでの回答だろう

か、極めて疑問だ。　

　新聞テレビによる実名の犯罪報道、公開される指名手配被疑者の映像、わが国のマスコミ報

道では“推定無罪の原則”などは関係ないと言わんばかりだ。

　こうしたモニター調査にはこうした報道が多分に影響している可能性がある。

　賛成と答えた市民も自分のコンビニ映像が、無原則に公開さる恐れがあることを知れば、賛成

と答えるのだろうか。

　裏金疑惑、冤罪、警察官犯罪という腐敗現象を抱える警察は、本当に信頼できる組織なのかと

いう根本的な問題もある。

　さらには、法律の要件を欠いた警察官の職務質問、法的な根拠を欠く無差別検問やＤＮＡ資料

の採取等、野放図に拡大する警察権力の実態がある。

　これに加えて、監視カメラの犯罪捜査への利用という何の法的な根拠のない権限を警察は当

然のことのように行使し、さらに拡大しようとしている。

（4）刑事訴訟法 197条 2項（捜査関係事項照会）という代物

　個人情報の保護に関する法律の定義では、「個人情報」とは、生存する個人に関する情報で

あって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により「特定の個人を識別すること



ができるもの」とされる。

　具体的には、氏名、性別、生年月日、住所、住民票コード、携帯電話の番号、勤務場所、職業、

年収、家族構成、写真、指紋、DNAの塩基配列などの生体情報、コンピュータの IPアドレス・リ

モートホスト等がある。

　「個人情報取扱事業者」は、あらかじめ本人の同意を得なければ、個人データを第三者に提供

してはならない（第 23条）とされるが、犯罪捜査へ協力する必要があって、本人の同意を得ること

により捜査に支障を及ぼすおそれがあるときには例外とされる。

　憲法はその 33条及び 35条で、人または物に対する強制処分につき令状主義の原則定めてい

る。

　それを受けて刑事訴訟法 218条には「犯罪の捜査をするにつて必要があるときには、裁判官の

発する令状により、差押、捜索又は検証をすることができる」とある。

　一方、刑事訴訟法 197条 2項では、「捜査については、公務所または公私の団体に照会して必

要な事項の報告を求めることができる」とされている。

　コンビニ店舗等の民間企業が設置する監視カメラの映像、携帯電話の加入状況等も捜査関係

事項照会書があれば警察に提供されているし、企業によってはそれがなくても電話 1 本で提供さ

れているという。

　それだけではない。

　警察の犯罪捜査では捜査関係事項照会書により、個人の銀行口座、住民票、戸籍謄本、クレ

ジットカード等の利用状況、学歴や学業成績、果ては、タスポカード（タバコの自動販売機の成人

識別カード）、交通系ＩＣカード（鉄道、バス等）、ETCカード（高速道路利用カード）、航空会社のポ

イントカード等の利用履歴もこれで入手が可能だ。

　警察は、国民のあらゆるプライバシーが「捜査のため必要」という極めて裁量的な判断で容易

に入手しているのが実態だ。

　まさに、令状主義の形骸化である。

　そもそも、「捜査」とは何か。

　刑事訴訟法にはその定義はない。

　その 189条 2項に「司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査する

ものとする。」とある。

　つまり、捜査というには犯罪、犯人、証拠という要件が必要だ。単なる情報収集は捜査ではない。

　携帯電話の通信履歴は差押許可状が必要だとする電気通信事業者もあるというが、差押・捜

索・検証許可状の請求却下率は 0.04％に過ぎない（司法統計）ことからすれば、警察はいとも簡

単に通信履歴を入手することができる。

　民間企業は警察から「捜査関係事項照会書」を見せられると、まるで黄門さまの印籠を見せら

れたようにひれ伏して、国民のプライバシーを警察に提供する。

5　テロ対策、広がるプライバシーの監視と特定秘密保護法

　凋落を続ける警備・公安警察にとって、9.11（アメリカ同時多発テロ）以来、起死回生の施策とも

いえる国際テロ対策が展開されている。その流れのなかで特定秘密保護法の制定も目前に迫っ

ている。これまで説明した様々な国民のプライバシー監視網は、特定秘密保護法と無関係では

ないだろう。

（1）グローバル化する監視網

　平成 25 年 6 月、元アメリカ央情報局（ＣＩＡ）職員スノーデン氏が、国家安全保障局（ＮＡＳ）がテ

ロ対策として、市民数百万人の通話記録（履歴）、インターネット企業のデータにアクセスし、960



億件の情報を収集していたことを暴露したが、これは我が国も無関係ではない。

　平成 22 年 10 月、国際テロ捜査を担当する警視庁公安部外事 3課の内部資料などとされる計

114点の文書がファイル交換ソフト・ウィニーを通じて公開された。

　文書には、国内外の捜査協力者の外国人についての個人情報や、捜査員によるモスクの視察、

協力者への接触計画、インターネット等の監視、提供された情報などをまとめた文書が含まれて

いた。

　この問題ではイスラム教徒ら 6 人が、東京地検に被疑者不詳のまま公務員法（守秘義務）違反

の疑いで告訴、平成 25 年 8 月 19日、東京地検は不起訴処分（嫌疑不十分）とした。

　仮に、特定秘密保護法が存在していたなら、この内部資料を流出させた人物は地公法違反で

はなく、特定秘密保護法違反に問われたであろう。

（2）捜査手法の高度化の名の下に

　法務省によると、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律（「通信傍受法」平成 11 年 8 月 18

日法律第 137号）に基づき、平成 24 年中に警察が薬物の密売事件や拳銃の譲渡・所持事件な

どの捜査で傍受（盗聴）を実施したのは 32件で計 9028 回にのぼり、39人の逮捕につながったと

いう。

　取調べの可視化を検討するはずだった法務省の法制審議会（法制審）の作業部会では、捜査

手法の高度化の名の下に、通信傍受の拡大のほか会話傍受（室内盗聴）が検討されている。

　自民党政権は来春の通常国会で法案を提出したい考えだ。

　従来は、薬物関連犯罪、銃器関連犯罪、集団密航、及び組織的に行なわれた殺人の捜査につ

いてのみ、通信傍受が許される（3条 1項、別表）としていたが、法務省作業部会は、対象犯罪を

窃盗、強盗、詐欺、恐喝、殺人、逮捕・監禁、暴力団やテロ関連の犯罪などまで拡大することを検

討している。

　通信傍受の方法も、現在、行われているような通信事業者内ではなく、通信事業者からの暗号

化されたデータ通信を警察に送り、それを復号化して聞く方式を検討しているらしい。

　通信事業者の立ち会いをなくし、封印もなくすという。

　会話傍受とは、対象者が管理する住居等に相手方の同意なく侵入し、録音・録画機器等の監

視機器を設置して、対象者の言動をその同意なしに傍受・記録して証拠化する手法をいう。

　これは現行刑法では明らかに住居侵入罪が成立する行為だ。

　憲法 35条「何人も、その住居について、侵入を受けることのない権利は、正当な理由に基いて

発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない」と規定し

ている。

　自宅の中に盗聴器が仕掛けられていることを想像してみてほしい。

　寝室の夫婦の会話が警察に盗み聞きされることもあるのだ。

（3）ようやく姿を現した特定秘密保護法

　秘密保全法制に関する有識者会議の報告書でわずかに窺い知ることできた「特定秘密保護法

案」の原案が、平成 25 年 9月 3 日、ようやく政府から自民党に示された。

　今年の秋の国会に提出されるという。

　これによると、有識者会議で示されていた特定秘密の範囲（①国の安全②外交③公共の安全

と秩序の維持）のうち、③が「外国の利益を図る目的で行われる安全脅威活動の防止に関する

事項（諜報活動等）」と「テロ活動防止に関する事項」となったほかは、公務員や民間業者が特定

秘密を漏えいした場合、最高 10 年の罰則が科せられるなどはほとんど変わらない。

　特定秘密保護法違反の捜査は、当然ながら第一次捜査機関である警察が行うことになる。

　その際、警察はこれまで述べてきた国民監視網を有効に活用することになるだろう。



　そのほか、特定秘密の取扱業務を行うことが見込まれる公務員や民間業者の役職員（職員等）

の適正評価の調査は、行政機関の長又は警察本部長が行うこととされている。

　その調査事項は、諜報活動等、テロ活動との関係に関する事項（職員等の家族及び同居人の

氏名、生年月日、国籍、住所を含む）以下、犯罪・懲戒経歴、情報取り扱いの非違歴、薬物乱用、

精神疾患、飲酒の節度、信用状況等に及ぶ。

　法が施行されたときには、警察庁や都道府県警察に「秘密保護法に関すること」を所管するセ

クションが設置されることになる。

　これらの業務は、おそらく警備・公安警察の部門が所管することになるだろう。

　まさに、凋落する警備・公安警察の起死回生の法律だ。

　警察庁が熱心に取り組んだのもうなづける。

　これまでも、国、地方公共団体等にかかわる不正・不当な行為を監視し、これを是正することを

目的とする市民オンブズマンの活動が、警備・公安警察の視察対象だったことは明らかだが、特

定秘密保護法が施行されたときには、市民オンブズマンの活動に対する監視活動は一層強化さ

れるに違いない。

　情報公開請求などのオンブズマンの活動が、「特定秘密」の取得行為の未遂、共謀、教唆、扇

動として取り締まりの対象になる可能性もある。 

２０１３（平成２５）.１０．２０（日）　 朝日新聞に原田代表のインタビュー記事
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 特定秘密保護法「情報収集、無制限に広がる」

　平成 25 年 10 月 19日付の朝日新聞のオピニオン欄に

「（耕論）今こそ政治を話そう　何が秘密？それは秘密」～あれも秘密、これも秘密。国家が秘密

を指定すれば、国民は何が秘密かもわからない。そんな特定秘密保護法案が国会に提出される。

秘密と社会、そして権力とは何かを考える。

～ が掲載された。

　3 人がインタビューに語ったもので、当フォーラム代表の原田宏二の「情報収集、無制限に広が

る」のほか、専修大非常勤講師・塚越健司さん「自由との境界線、監視せよ」、元国家公安委員

長中井洽さん「役人の暴走、大臣気付くか」。

　原田代表の記事「情報収集、無制限に広がる」はＰＤＦを添付する。 

http://www.geocities.jp/shimin_me/asahi25.10.19.pdf


２０１３（平成２５）.１０．２７（日）　 原田代表が参加するシンポのご案内

　当フォーラムの原田代表が参加するシンポジウムをお知らせします。

　

①「真相は明らかになったのか」津谷裕貴弁護士刺殺事件シンポ

　平成 22 年 11 月 4 日、津谷裕貴弁護士（当時 55歳）が秋田市内の自宅で拳銃、剪定バサミを

分解した刃物等を持って侵入した暴漢に刺殺された。

　現場には 110番通報で臨場した警察官がいた。

　事件発生から 3 年を経た平成 25 年 10 月 29日、妻良子さんら遺族が警察官や秋田県県警の

対応は多くの違法があるとして、秋田地裁に被告菅原勝男と秋田県（県警）を相手取って慰謝料

等の支払いを求める訴訟を提起する。

　それに伴い 10 月 29日午後 6時 30 分から「故津谷裕貴弁護士の会」主催によるシンポジウム

「真相は明らかになったのか」が秋田市の“ぎわい交流館ＡＵ多目的ホール”で開かれる。

　元朝日新聞編集委員落合博実氏（仙台市）の基調講演、その後、同氏のほか「故津谷裕貴弁

護士の会」代表吉岡和弘弁護士（仙台）、当フォーラム代表原田宏二（札幌）によるパネルデス

カッションが行われる。

　コーディネーターは警察ネット代表清水勉弁護士（東京）。

　この様子は、動画で紹介する予定。

②「秘密保護法は公安警察の隠れ蓑だ！」

　

　秘密保全法の真の狙いは何か。

　メディアはほとんど伝えていない。

　警察問題を追及している「明るい警察を実現する全国ネットワーク」（警察ネット　代表清水勉代

表）主催のシンポジウムが東京都内で開かれる。

　この様子は、動画で紹介する予定。

　以下は告知ビラから。

　警察の不祥事。

　警察官個人の不祥事はトカゲのシッポ切り。

　組織的な不祥事はひたすら隠ぺい工作。

　警察官僚たちは責任を回避するために何でもする。

　今回もその実態を明らかにします。

　こんな警察組織に、いま、秘密保護法というビッグプレゼントが提供されようとしています。

　秘密の対象となる「特定有害活動」「テロリズム」は、どちらも公安警察の扱う領域。

　どちらの定義も曖昧で、無限定に広げられる危険があります。

　もともと不透明な公安警察の仕事が、この法律でますます不透明になります。

　これで、民主警察（警察法第１条）と言えるでしょうか。

　一緒に考えましょう。

　日　時：2013 年 11 月 9日（土）午後 1時 30 分～4時 30 分

　場　所：東京都新宿区四谷 1-8-6



　ホリナカビル　スター貸会議室　四ツ谷第２　301号室

　【交通】営団地下鉄南北線・四ツ谷駅徒歩 2 分

　　　　　JR四ツ谷駅，営団地下鉄丸の内線・四ツ谷駅徒歩 3 分

　参加費：５００円（資料代）

　内　容：第１部　警察ネットで取り組んでいる活動の報告

　　　　　秋田県警、岩手県警、群馬県警、警視庁、神奈川県警など　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　第２部　秘密保護法は公安警察過保護法だ

①解　説：秘密保護法の実現に内閣情報調査室が熱心なワケ

　　　　　清水　勉（警察ネット代表）

②パネルディスカッション：それでいいのか？/秘密保護法で公安警察の闇は真っ暗闇に！

　ゲスト：原田宏二（元北海道警察釧路方面本部長）

　　　　　青木　理（ジャーナリスト）

２０１３（平成２５）.１１．１８（月）　 原田代表　アジア記者クラブ１１月定例会で講演

　演題 秘密保護法と公安警察　　　　　　　

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

●主催　明治大学軍縮平和研究所・アジア記者クラブ（ＡＰＣ）

日時：１１月２８日（木）１８時４５分～２１時

会場：明治大学リバティタワー１３階（１１３４教室）

（東京都千代田区神田駿河台１－１）

交通　ＪＲ・地下鉄「御茶ノ水」・都営線「神保町」下車

参加費：ビジター１５００円

会員・学生・年金生活者・ハンディのある方１０００円

ゲスト　原田宏二さん（元北海道警釧路方面本部長）

「特定秘密保護法案」と公安警察との関係がようやく注目されだした。

　「公共の安全と秩序の維持」を謳う同法案と警察法１条との類似が指摘されているように、広く

警察関連情報を「特定秘密」の対象に想定していることは明らかだ。

　これまで公安警察の活動はベールに包まれてきた。公安警察は戦前の特高警察の流れをくむ。

　大手都市銀行やホテルが公安部に対して、令状なしで個人情報の提供に応じていることは周

知の事実だ。

　公共空間に監視カメラが溢れていることは何を意味するのか。

　肥大化した警察機構が、民主的統制がきかぬままにプライバシー情報を収集、蓄積、管理して

いる実態がこれまで内部告発されてきた。

　こうした内部告発や取材行為そのものを厳罰の対象にしているのが秘密保護法だ。

　その結果、権力機関・警察への監視は一層不可能になってしまう。



　公安警察の違法行為を野放図に拡大させていることに誰が歯止めをかけるのか。

１１月定例会は今年、『警察崩壊－つくられた“正義”の真実』（旬報社）を上梓された原田宏二さ

んをゲストにお招きします。

　原田さんは警察組織で警視長を務めた元警察幹部。

　原田さんは、秘密保護法が監視社会化と密接に関連し合っているなどと、公安警察の暴走に

警鐘を鳴らす。

　当日は、警察組織内での体験に加え、北海道新聞の道警裏金取材記者を道新の幹部が道警

に売った事件と公安警察の関係にも言及していただきます。 

２０１３（平成２５）.１２．　５（木）　緊急講演会

                                            「どうする秘密保護法。原田宏二さんと考える」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

緊急講演会

「どうする秘密保護法。原田宏二さんと考える」

　先日衆院を通過した「秘密保護法」。

　それはいったいどういう法律で、これから私たちの生活はどうなっていくのか。

　元道警釧路方面本部長　原田宏二さんに、この法律と公安警察との関係についてお話いただ

きます。

　そして今、私たちに何ができるのかについて、皆さんで話し合いたいと思います。

　ぜひ、ご参加ください。

日時：２０１３年１２月１６日（月）　１９：００～２１：００

会場：エルプラザ内（９日まで未定。１階の掲示板をご覧ください）。

　　　　札幌市北区北８西３　札幌駅地下直結

参加費：１０００円（当日＋200円）

お申込み・お問合せ：whats.everything@gmail.com　要予約

主催：whats

講演者プロフィール：原田宏二（はらだこうじ）

元道警釧路方面本部長。現在市民の目フォーラム代表。

最新著書に「警察崩壊」（旬法社刊）

http://www.junposha.com/catalog/product_info.php/products_id/828 


